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Unisonとは、音楽用語で一つの旋律を全部の音声が歌ったり演奏する意味から、すべての
人が性にとらわれず、同じ立場で意見を主張できる社会の実現を願って名付けました。
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No.32　平成 30年 6月発行

男性と女性は、権利も責任も同じ。男性と女性は、権利も責任も同じ。

みんなで一緒に歩いて行こう！みんなで一緒に歩いて行こう！

男女共同参画

大事なことは

みんなで意見を

出して決めよう！

仕事、家事、育児

みんなで協力して

助け合おう！

個性を認め合い

お互いを

応援しよう！
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イラストは八條小学校手芸ボランティアの作品です

平成30年度男女共同参画週間キャッチフレーズ　他……………１P

男女共同参画社会って何？………………………………………２P

男女共同参画推進活動事業委託報告　他………………………３P

相談窓口ガイド　他………………………………………………４P
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ＬＧＢＴとは、
・Ｌ：レズビアン（女性同性愛者）
・Ｇ：ゲイ（男性同性愛者）
・Ｂ：バイセクシュアル（両性愛者）
・Ｔ：トランスジェンダー（心と体の性の不一致

を感じている人）
の頭文字を並べた言葉で、性的少数者の総称
の一つ。

性別にかかわりなく、誰もが互いに人権を尊重
しつつ責任も分かち合い、個性と能力が十分に
発揮できる社会です

なぜ、男女共同参画が必要なのでしょうか

○男女共同参画社会基本法では…
　「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって
社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、
もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を
享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」（第２条）
と定義しています。

○家庭、職場、地域などで、気づかずに男女の役割を決めつけてはいま
せんか？
　「○○だから、こうあるべき」といった性別による固定的な役割分担意
識は、個性と能力の発揮を妨げ、生き難い社会を助長してしまいます。
　「女性だってバリバリ働きたい」「お母さんになっても働きたい」「男性
だって家事・育児に専念したい」「男性だけど力仕事が苦手」などなど…。
　それぞれの考えを大事にしていきましょう。

男女共同参画社会を築くために
大事なことはみんなで意見を出して決めよう！

仕事、家事、育児
みんなで協力して助け合おう！

個性を認め合いお互い
を応援しよう！

　よりよい社会をつくるためには、性別に偏りなく様々な意見を出し合うことが大切です。
　『第４次八潮市男女共同参画プラン』では、政策決定分野における女性の参画割合の向上を目指して、女性の数が
少ない分野に対し積極的な女性の登用を呼びかけています。
※政治分野における男女共同参画を推進するため、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が平成30年５月２3日に施行されました。
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八潮市の自治会長の女性割合
（平成29年4月1日）

八潮市議会議員の女性割合
（平成29年9月28日）

八潮市審議会等の委員の女性割合
（平成29年4月1日）

　「男性は外で働き、女性は家庭を守るべき」といった性別による固定的な役
割分担意識をなくし、家族はともに協力しあって仕事・家事・育児・介護等を
行いましょう。

　障がいを持つ方々や、外国人、ＬＧＢＴ等の方
々などへの偏見を無くし、多様性を認め合う社会
をつくりましょう。

男女共同参画社会って何？
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◇応募資格　八潮市に活動の主体を置く３人
以上の非営利の団体

◇委託料の対象　講師料、会場使用料、チラシ
作成費用など

◇委 託 料　１団体５万円を上限に２団体まで
◇申 込 み　７月３１日㈫までに、所定の申請

用紙（市ホームページから入手）
を人権・男女共同参画課窓口へ

※詳細は市ホームページをご覧ください。
※書類選考のうえ委託団体を決定します。

平成３０年度
委託団体を募集！

○６月20日㈬～25日㈪
　駅前出張所エントラ
ンスロビーにおいて、
『男性を取り巻く環境』
パネルを展示します。

○６月１７日㈰～2９日㈮
　八幡図書館及び八
條図書館において、
『特集図書展示』を行
います。

平成２９年度のパネル展示風景 平成２８年度の特集図書展示風景

八潮市では、市内で活動する団体に「男女共同参画を推進する事業」を委託しています。
平成２９年度は「八條小学校手芸ボランティア」と「オハナウイ」の２団体に事業を委託しました。

八條小学校手芸ボランティア オハナウイ
　八條小学校の保護者８名で構成された「八條小学校手芸ボランテ
ィア」では、手作りポーチに男女共同参画の紹介やＤＶ相談窓口な
どが記載されたチラシを入れて、八條小学校の児童の皆さんへ配布
しました。

　企業とママたちとのコーディネートを担っている女性３名で構成
された「オハナウイ」では、　季節の飾り物を創作しながら、女性
への就業支援の一環として「在宅ワーク」という働き方があること
を紹介しました。

八潮市の「女性人材リスト」に
ご登録ください

　地域活動に積極的に参加していただくことを目的に、グループ名簿を
作成し、市ホームページ等で紹介しています。
　また、希望する団体には、国・県・市で開催する男女共同参画に関す
るイベント等の情報提供を行っています。
○平成３0年度版の作成にあたり、新規登録希望団体を募集します。
◇申込み　７月１０日（火）までに、所定の用紙（市ホームページから入手）
を、窓口、郵送、ファックスまたは電子メールで人権・男女共同参画課
へお送りください。
◇登録の要件
・市内に活動の拠点があり、自主活動を行っていること。
・男女共同参画の趣旨に賛同する団体であること。
・営利目的や政治、宗教の組織に属していない団体であること。
※詳細は市ホームページをご覧ください。

　八潮市では、すべての審議会等における女性委員の選任割
合の目標を１00％に定めています（八潮市では審議会等の附属
機関58機関中（平成2９年４月１日）女性委員がいる附属機関は5
４機関、女性参画割合は９３.１％）。

　八潮市では、審議会などの委員になってくださる方のデー
タバンク「女性人材リスト」を作成しています。
　ご登録くださった方の中から、活動条件等が合致する方に
担当課からご連絡をさせていただいています。リストに登録
された方が必ず審議会委員などに登用されるものではありま
せんが、市の政策決定の場にご興味がある女性の方の登録を
お待ちしています。
※詳細は市ホームページでご確認ください。申込みは随時。

６月２３日㈯～６月２９日㈮は、男女共同参画週間です。

男女共同参画推進
活動事業委託報告

“地域で豊かに！グループ名簿”に
登録しませんか？

手作りポーチ

ポーチを受けとった児童の皆さん 創作の様子
託児の様子
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八潮市
人権・男女共同参画課

女性サロン
（駅前相談室）

駅前の女性相談室を開
放しています。
男女共同参画に関する
書籍が閲覧できます。

第 １木曜日
（年末年始・祝日を除く）

午前１０時～１２時
（予約不要） 人権・男女共同参画課

９９６－２１１１
（内線８１１）

男女共同参画苦情処理 八潮市の男女共同参画の施策に関する苦情の申立てができます。
（原則書面によること）

相談窓口ガイド
実施機関 相談の名称 相談できる内容 相談日 相談時間 電話番号

八潮市
ＤＶ相談支援室

女性相談
（駅前相談室）

生き方、家庭、地域など
の悩みの相談
（女性限定）

火～木曜日
（年末年始・祝日を除く）

午前１０時～午後 ４時
（予約制 １回５０分）

予約
（人権・男女共同参画課）

９９６－２１５９

ＤＶ相談 配偶者やパートナーか
らの暴力に関する相談

月・金曜日
（年末年始・祝日を除く） 午前１０時～午後 ４時

相談専用
９９６－３９５５

ピアカウンセリング

ご参加いただいた皆さ
んが対等な立場で話し
合い、共感し合い、仲間
同士で支えあう集団で
行うカウンセリング

第 １木曜日
（年末年始・祝日を除く） 午後 １時～ ４時

ご希望の方は、「女性相
談」を受けていただき、
その際、相談員にカウン
セリングの希望をお伝
えください。

埼玉県男女共同参画
推進センター

男性のための電話相談 男性臨床心理士による
男性のための電話相談

第 ４日曜日
（ ６月は第 ３日曜日） 午前１１時～午後 ３時 ０４８－６０１－２１７５

（With You　さいたま）
生き方、家庭、地域など
の悩みの相談
（電話相談）

月～土曜日
（年末年始・第 ３木曜日・
臨時休館日を除く）

午前１０時～午後 ８時
３０分 ０４８－６００－３８００

埼玉県配偶者暴力相談支援センター
（埼玉県婦人相談センター）

配偶者やパートナーか
らの暴力に関する相談

月～土曜日 午前 ９時３０分～午後
８時３０分

０４８－８６３－６０６０
日・祝日 午前 ９時３０分～午後

５時

埼玉県女性キャリアセンター

気持ちの整理、仕事の
悩み、応募書類作成、面
接練習等、女性の再就
職に向けた様々な相談

面接相談
月～土曜日

午前１０時～午後 ４時
１５分
（予約制 １回４５分）

予約
０４８－６０１－５８１０

相談専用
０４８－６０１－１０２３

電話相談
月～金曜日

午前１０時～１１時３０分
午後 ０時３０分～ ４時
３０分
（予約不要 １回２０分）
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